
事業評価書(事前）

事務事業名 配偶者からの暴力対策機能強化事業の創設

( )目 的 配偶者からの暴力への対応については、従来婦人保護事業の枠組みの中で行っ1
てきたが、先般「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が成

立し、配偶者暴力相談支援センターとして婦人相談所が各般の相談に応じること

（第３条 、被害者の保護のために関係機関は連携協力を図ること（第９条 、ま） ）

た職務関係者への研修及び資質の向上につとめること（第２３、２５条）等が規

事 定されたところ。前述の条文を含め法の円滑な施行に際し、婦人相談所の機能強

務 化が必要であるため本事業を創設する。

事 ( )内 容 婦人相談所においては、閉庁日及び退庁後の時間帯の緊急相談が手薄であるこ2
業 とから①休日夜間対応に伴う電話相談協力員を配置（４７カ所 、また相談受付、）

の 保護、自立支援に至るまで様々な関係機関の連携が必要なことから②被害者保護

概 支援ネットワークを設置（４７カ所 、相談対応職員についても、臨床心理、法）

要 律、福祉の制度等関連分野の知識が必要であるため③関係職員の専門研修を実施

（４７カ所 １回）する。×

要求額 ５８百万円

( )達成目標 配偶者暴力相談支援センターの中心である婦人相談所の機能を強化することで、3
相談受付の充実、機関連携、職員の資質向上が可能となり、被害者の相談保護シ

ステムを迅速、強化する。

( )必 要 性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕1
近年、婦人相談所一時保護所、婦人保護施設、母子生活支援施設における措置

理由の第１位は「夫からの暴力」となっている。また、その件数も増加して深刻

な社会問題となっており、その対策が喫緊のものとなっている。

〔公益性〕

配偶者からの暴力は、女性の人権を著しく侵害する行為であり、男女共同参画

社会を形成していく上でも本事業は極めて公益性が高い。

〔官民の役割分担、国と地方の役割分担、民営化や外部委託の可否〕

法律において、国及び地方公共団体の責務が明記されている。また、婦人相談

所は都道府県に必置義務があり、一時保護の判断は婦人相談所長の事務であるこ

とから、一時保護に繋がる休日夜間の電話相談、関係機関連携及び関係職員の資

質向上については、都道府県が責任を持って実施すべきものである。

〔緊要性の有無〕

評 警察庁の統計によると、配偶者間の暴力事件は平成１１年の６０９件から平成

１２年は１，２１２件へと倍増しており、これに対応した施策の充実は、喫緊の

課題となっている。

〔他の類似施策〕

同様に、児童虐待の防止等に関する法律の施行に伴い、虐待対応職員の配置、

関係機関のネットワーク化、職員研修の充実等が図られている。

( )有 効 性 〔今後見込まれる効果〕2
ＤＶの特性として家庭内における密室性とＤＶが犯罪であるという認識の欠如

価 が指摘されている。法律の施行後、ＤＶの周知啓発が進むに伴い従来潜在化して

いた被害者の通告及び一時保護の増加が予想されるが、本事業により円滑な保護

受入が可能となる。

〔効果の発現が見込まれる時期〕

法律における保護命令は、平成１３年１０月１３日に施行されるが、それに伴

、 。い啓蒙が進む中で 平成１４年４月１日の完全施行以降効果の発現が見込まれる

( )効 率 性 〔単年度の費用〕3
５８百万円

〔手段の適正性〕

既存の婦人保護行政のシステム（婦人相談所、婦人保護施設、婦人相談員等）

を活用した事業であることから、新規の行政機関の設置等に比して効率的な事業



を行うことが可能である。

〔効果と費用との関係に関する分析〕

関係機関が個々に連携事業及び研修を行うよりも、婦人相談所の事業としてラ

、 。イン化することで 効果的に相談対応職員まで内容が波及することが期待される

( )そ の 他 〔優先性〕4
ＤＶは繰り返される身体への暴力の中でエスカレートしていく特性が指摘され（公平性・優先性など）

ており生命への危険も大きい。又、ＰＴＳＤも含め心的外傷も残り、同居してい

る児童への精神的影響も大きいこと等を考慮すると最優先の事務事業である。

関連事務事業 売春防止法 第４章保護更正 第３４条（婦人相談所）第３５条（婦人相談員）

第３６条（婦人保護施設）

特 記 事 項 〔各種政府決定との関係及び遵守状況〕

・男女共同参画基本計画（平成１２年１２月２８日）

基本的考え方 ７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

（１）女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり

（２）夫・パートナーからの暴力への対策の推進

〔国会による決議等の状況〕

「 」・平成１３年４月６日 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

成立。同年１０月１３日施行、平成１４年４月１日完全施行。

主 管 課 （主管課）雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 虐待防止対策室

及 び 関 係 課


